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社会福祉法人 函館大庚会 

 

 

指定介護老人福祉施設「松濤」 

 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

当施設は、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。 

施設の概況や提供されるサービスの内容、契約上御注意いただきたい事を次のとおり

説明致します。 

 

 

当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象と

なります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～目  次～ 

１．施設経営法人 

２．ご利用施設 

３．居室の概要 

４．職員の配置状況 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

７．残置物引取人 

８．苦情の受付について 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（北海道指定 第０１７１４０１１７７号） 
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１．施設経営法人 

（１）法 人 名  社会福祉法人 函館大庚会 

（２）法人所在地  北海道函館市松風町１８番１５号 

（３）電 話 番 号  ０１３８－２７－００７７ 

（４）代表者氏名  理事長 今  均 

（５）設立年月日  平成 15 年 1 月 6 日 

 

２．利用施設 

（１）種 類  指定介護老人福祉施設 ・平成 16 年４月 16 日指定 北海道 

（２）名 称  特別養護老人ホーム「松濤」 

（３）所 在 地  北海道函館市松風町１８番１５号 

（４）電 話 番 号  ０１３８－２７－００７７ ＦＡＸ ０１３８－２７－７００７ 

（５）施 設 長  今  千尋 

（６）開 設 日  平成１６年４月１７日 

（７）入 所 定 員  ５０名 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

当施設は、「小規模生活単位型介護老人福祉施設」でユニット型・全室個室の設備を用意

しております。 

居室・設備の種類 数 備      考 

ユ ニ ッ ト ８ ５０室  ５０人 

各
ユ
ニ
ッ
ト 

個   室 

食   堂 

機能訓練室 

便   所 

   ７ 

   １ 

１ 

２ 

１５.775 ㎡～２１.44 ㎡ 

浴   室 ５ 一般浴・特殊浴槽 

医 務 室 １  

 

 ◎上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設が義務づけられている

施設・設備その他事業所が整備したものです。この施設・設備の利用にあっては、ご契

約者に居住費の負担をしていただくことになっております。 

 ◎ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定します。また、ご契約者が心身の状況により居室を変更する場合がありま

す。この際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ、決定するものとします。 
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（２）利用に当たって御負担いただく料金 

   

別表１記載の通り 

 

 ４．職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置します。ユニット型として日中については各ユニット毎に、常時一人以上の

介護職員又は看護職員、夜間及び深夜においては２ユニット毎に常時一人以上の介護職員

又は看護職員を配置します。またユニット毎に常勤のユニットリーダーを配置していま

す。 

 

 

(職員の配置状況) 

職    種 常勤 非常勤 指定基準 備  考 

1. 施設長（管理者） １名  １名  

2. 介 護 職 員 33 名 11 名 １９名  

 3. 看 護 職 員 ２名 3 名 2 名  

 4. 生 活 相 談 員 ２名  １名  

 5. 機能訓練指導員 1 名  １名  

 6. 介護支援専門員 1 名  １名  

 7. 医師（嘱託医）  １名 必要数  

8. 管 理 栄 養 士 1 名 1 名 1 名  

9. 調 理 師 1 名   0 名   

10. 調 理 員 ０名 ５名   

 

 

 

(職員の勤務体制)  

職    種 勤   務   体   制 

 1. 医師（嘱託医） 嘱託医の都合に合わせ週３回程度 

 2. 介護職員 

 

 

早出    午前  ７：００～ 午後 ４：００ 

遅出    午後 １２：００～ 午後 ９：００ 

夜勤    午後  5：００～ 翌日 

                午前 ９：００ 

日勤    午前  ８：３０ ～  午後 ５：３０ 

 3. 看護職員       午前  ７：３０～ 午後 ４：３０ 

      午前  ８：３０～ 午後 ５：３０ 

 4. 機能訓練指導員       午前  ８：３０～ 午後 ５：３０ 
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５．当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 

（１） 当施設が提供する基準介護サービス 

以下のサービスについては、居住費・食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

①食事 

・当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好を

考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して、各ユニットの食堂にて食事をとっていただくことを

原則としています。 

[予定食事時間] 

朝食 ８：００～  昼食 １２：００～  夕食 １7：3０～ 

     ※上記は予定ですので時間については、個別に対応させていただきます。 

②入浴 

・入浴または、清拭を最低週２回行います。 

・ご契約者の身体の状態に応じた入浴をとらせていただきます。 

 

③排泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

④機能訓練 

・ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその維持

のため日常生活動作に応じた機能訓練をケアプランに基づき実施します。 

 

⑤健康管理 

・ 医師や看護職員が健康管理を行います。また、月に一回、感染症防止対策委員会等を定期

的に開催し、研修し、周知徹底を図り、感染症の防止及び対処に努めます。 

 

⑥その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮し、褥瘡防止に努めます。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

＜サービス利用料金（１日当り）＞ 

① 別表１．の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金（自己負担

額）と居室・食事に係わる自己負担額とその他の自己負担額の合計金額をお支払い下さ

い。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度と利用者負担の割合に応じて異なり

ます。） 
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② ご契約者がまた要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行

うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

③ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

④ 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載

している負担限度額とします。 

 

⑤ 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の適用を受け、市町村が発行する「社会福

祉法人等による利用者負担減免確認証」を持っているご契約者は負担額が軽減され

ます。 

 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

  別表１．の料金表によって、利用料金はご契約者の負担となります。 

 

 

＜サービスの概要＞ 

①理髪・美容 

「理髪サービス」「美容サービス」 

理・美容師の出張による理・美容サービス（調髪・パーマ・洗髪）をご利用いただけます。 

 

②レクリエーション 

ご契約者の希望により、レクリエーションに参加していただくことができます。 

 

③嗜好品 

 ご契約者のご希望に基づいて嗜好品を提供します。 

 

④複写物の交付 

 ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。 

 

⑤日常生活上必要となる諸費用実費 

 日常生活品の購入代金等ご契約の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが

適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 
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⑥貴重品の管理サービス 

 貴重品管理サービスをご利用頂けます。詳細は以下の通りです。 

 〇管理する金銭の形態：銀行・信用金庫・信用組合・郵便局等の金融機関に預け入れしている

預貯金及び現金 

 〇お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関等へ届け出た印鑑、年金証書等 

 〇保管管理責任者：施設長 

 〇出 納 方 法：手続きの概要は以下の通りです。 

・預貯金の預け入れ及び引き出しが必要な場合は、備え付けの届け書を保管管理者へ提

出していただきます。 

・保管管理者は、上記届出の内容に従い、預貯金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・保管管理者は、出入金の都度、出入金記録を作成し、１ヶ月に一度、その写しを契約

者へ交付します。（別に定める「利用者預り金等取扱規定」により取り扱いいたします。） 

 

（3）利用料金の支払い方法 

 前記（１）（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、所定の口座より引き落としさせて

頂きます。毎月末締めで翌月２０日引き落としとなります。 

 

（4）入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約書の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治

療等の指示を受けることができます。ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療等の

指示を保証するもの、または、義務づけるものではありません。まずは、かかりつけ医に受診し

て頂きますのでご協力ください。 

 

病  院  名 診 療 科 目 備    考 

函館赤十字病院 総 合 科 目  

函館中央病院 総 合 科 目  

今整形外科 整形外科・リハビリテーション科 

リウマチ科・放射線科 

 

こんクリニック時任 外 科 ・ 内 科  

こんクリニック松濤 整形外科・リハビリテーション科 

リウマチ科 

 

最上デンタルクリニック 歯 科  

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のよ

うな事由が無い限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事

項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただく

ことになります。（契約書第１５条参照） 

①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立、又は要支援と判定された場合 

②事業者がやむを得ない事由により閉鎖する場合 
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③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能となった

場合 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合 

⑤ご契約者から退所の申出があった場合(詳細は以下をご参照ください) 

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください） 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

（入所契約書第１６条・第１７条参照） 

契約の有効期間であっても、ご契約者は当施設からの退所を申し出ることがで

きます。その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出

ください。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所す

ることができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 施設の運営規定の変更に同意できない場合 

③ ご契約者が入院された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福

祉施設サービスを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意、又は過失によりご契約者の身体・

財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがた

い重大な事情が認められる場合 

⑦ 他の利用者がご契約者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷

つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合 

（入所契約書第１８条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続

しがたい重大な事情に生じさせた場合 

② ご契約者が、サービスの利用料金の支払いを３ヶ月分怠った場合 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者またはサービス従事者もし

くは他の利用者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行

為を行う事などによって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた

場合 

④ ご契約者が連続して３ヶ月以上病院又は、診療所に入院すると見込まれる

場合もしくは入院した場合 

⑤ ご契約者が、介護老人保健施設に入所した場合もしくは、介護療養型医療

施設に入所した場合 

⑥ 契約者の心身の状況により、当事業者では対応が困難であると判断した場

合 

⑦ その他、やむを得ない事情がある場合 
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 〇契約者が病院等に入院された場合の対応について 

  当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以

下のとおりです。 

 Ⅰ．検査入院等、短期入院の場合 

１ヶ月につき６日間以内入院された場合は、退院後再び施設に入所す

ることが出来ます。但し、入院期間中であっても、別表１に定める所

定の利用料金をご負担頂きます。 

 Ⅱ．上記期間を超える入院の場合 

上記短期入院の期間を超える入院については、３ヶ月以内に退院され

た場合には、退院後再び施設に入所する事が出来ます。但し、入院期

間中であっても居住費はご負担頂きます。尚、入院時に予定された退

院日より早く退院した場合等、退院時にホームの準備が整ってない時

には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用頂く場合が

ありあます。(居室代１日￥3,100) 

 Ⅲ．３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があ

ります。この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできま

せん。 

（３）円満な退所のための援助 

ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契

約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円満な退所のために以下の

援助をご契約者に対して速やかに行います。 

① 適切な病院若しくは、診療所または介護老人保健施設等の紹介 

② 居宅介護支援事業所の紹介 

③ その他保健医療サービス又は福祉サービス提供者の紹介 

 

７．保証人 

入所契約締結にあたり、保証人を 1 名お願いいたします。 

（１） 保証人には、ご契約者の契約に係る一切の債務について、ご契約者と連携して履

行する責任を負っていただきます。 

（２）保証人には、前項の責任の他、次の各号の責任を負っていただきます。 

①ご契約者が、疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円満に

進行するようにご契約者に協力していただきます。 

②契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携してご契約者の状態に見合っ

た適切な受入先の確保に努めていただきます。 

③ご契約者が死亡した場合のご遺体の引き取り等必要な措置を行っていただ

きます。 
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８．残置物引取人 

入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者が引き取れ

ない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

また、引き渡しにかかる費用については、ご契約者または残置物引取人にご負担いただき

ます。 

◎ 入所契約締結時に残置物引取人が定められていない場合であっても、入所契約を締結す

ることは可能です。また、保証人、残置物引取人に変更等が生じた場合は、速やかに届

出る事とします。特にお申し出がない場合は、保証人が努めるものとします。 
 

９．相談及び苦情の受付について 

（１）当施設における相談及び苦情は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 相談受付窓口  責 任 者 施 設 長  今    千 尋 

       受付受理者 生活相談員   堀 内   法 子 

                            松 山   利 樹   

 

○ 苦情受付窓口    責 任 者 施 設 長 今    千 尋 

受付受理者 生活相談員   堀 内   法 子 

                松 山  利 樹 

  

   ○ 受付時間   毎週 月曜日～金曜日   ９：００～１7：００ 
 

   ○ 電 話 ０１３８－２７－００７７  F A X ０１３８－２７－７００７ 
 

 (２) 行政機関その他苦情受付機関 

○ 函館市保健福祉部高齢福祉課 

函館市東雲町４－１３  (電話) ０１３８－２１－３０２５ 

 

○ 函館市福祉サービス苦情処理委員（函館市保健福祉部内） 

函館市東雲町４－１３      (電話) ０１３８－２１－３２９７ 

 

○ 北海道国民健康保険団体連合会 

    札幌市中央区北２条西 1４丁目 (電話)  ０１１－２３１－５１７５ 

 

○ 北海道社会福祉協議会 

    札幌市中央区南２条西３丁目 (電話) ０１１－２４１－３９７６ 

 

○ 第三者委員  浜津 和三郎         (電話) ０１３８－２３－６２５１ 

勝又 チカ   (電話) ０１３８－３１－５５３５ 
 

 （3）第三者評価の実施状況について      実施なし 
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〈重要事項説明書付属文書〉 

１．施設の概要 

(１)建物の構造  鉄筋コンクリート造 

(２)建物床面積  ３，６７０．１３㎡ 

(３)併 設 事 業   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

          「指定短期入所生活介護」及び「指定介護予防短期入所生活介護」 

          「指定地域密着型通所介護」及び「第１号通所事業(国基準通所型サービス)」 

          「指定訪問介護」及び「第１号訪問事業(国基準訪問型サービス)」 

 

２．職員の配置状況 

 職  種 内            容 

１ 介 護 職 員 ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言

などを行います。 

３名の利用者に対して１名以上の介護職員を配置しています。 

２ 生 活 相 談 員 ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

2 名の生活相談員を配置しています。 

３ 看 護 職 員 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活

上の介護､介助なども行います。 

５名の看護職員(常勤２名、非常勤３名)を配置しています。 

４ 機能訓練指導員 ご契約者の機能訓練を担当します。 

１名の機能訓練指導員を配置しています。 

５ 介護支援専門員 ご契約者に係わる施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。 

１名の介護支援専門員を配置しています。 

６ 医 師 ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

１名の嘱託医師を配置しています。 

７ 

 

管 理 栄 養 士 

 

ご契約者の栄養ケアマネジメントをおこないます。 

２名の管理栄養士（常勤 1 名・非常勤 1 名）を配置しています。 

８ 調 理 師 入居者の食事の調理に従事いたします。 

1 名の調理師を配置しております。 

９ 調 理 員 調理師の補助を行います。 

５名の調理員を配置しております。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

 ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成す

る「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。 
「施設サービス計画(ケアプラン)」の作成及びその変更は次のとおり行います。 

Ⅰ．当施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が施設サービスの原案作成やそのため

に必要な調査等の業務を担当します。 

Ⅱ．施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族に対して説明し、同意を

得たうえで決定します。 

Ⅲ．施設サービスは、３ヶ月に１回、もしくはご契約者及びその家族の要請に応じて、

変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合は、ご契約者及びその

家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。 

Ⅳ．施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内

容を確認していただきます。 

 

４．サービス提供における事業者の義務 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

 

Ⅰ．事故発生防止のため指針を整備し、事故防止委員会を定期的に開催し、職員に研修を行い、

また事故が発生したときまたは、事故に至る危険性があるときは、改善策を職員に周知徹底

し、事故防止に努め、ご契約者の生命・身体・財産の安全、確保に配慮します。 

Ⅱ．看護職員または病院、診療所との 24 時間連絡体制を確保し、ご契約者の体調、健康状態か

らみて必要な場合には、医師又は看護職員等と連携のうえ、対応します。 

Ⅲ．非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、ご契約者に対して、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行います。 

Ⅳ．ご契約者が受けている要介護の有効期間の満了の３０日前までに、要介護認定の更新の申請

のために必要な手続きを行います。 

Ⅴ．ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとともに、ご契約者又

は代理人の請求に応じて閲覧していただけます。 

Ⅵ．ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、ご契約者又は

他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合は、その理由を記録し、

適正な手続きにより身体を拘束する場合があります。 

Ⅶ．事業者及びサービス従業者は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族

等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)但し、ご契約者に緊

急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。 

Ⅷ．ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を

得ます。 

Ⅸ．看取りに関する指針を作成し、看取り介護に関する職場研修を行い、ご契約者またはその家

族等へ説明し同意を得ます。 
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５．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適

性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

 

(１) 危険物等、手持ち品の持ち込みの制限をさせて頂きます。 

 

(２) 面会時、来訪者は、面会簿に氏名等を記載し、職員にお届けください。 

 

(３) 外出、外泊をされる場合には、外出・外泊の 2 日前までにはお申し出ください。ただ

し、外泊については、最長６日間とさせていただきます。 

 

(４) 食事が不要な場合は、２日前までにお申し出ください。 

 

(５) 施設・設備の使用上の注意 

・ 居間及び共用施設、敷地を本来の用途に従って利用してください。 

・ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備を壊し

たり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復して頂くか、ま

たは相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・ ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認めら

れる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるもの

とします。ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配

慮を行います。 

・ 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑をおよぼすような宗教活動・政治活動・営

利活動を行うことはできません。 

 

(６) 施設敷地内では喫煙できません。 

 

６．損害賠償について 

 当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速

やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 
 ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契

約者の置かれた心身の状況を斟酌して、事業者の損害賠償責任を減ずる場合があります。 
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７．個人情報の取り扱いについて 

 入居者及びそのご家族の個人情報については、次に記載するところにより、最低限度の範囲内

で使用することといたします。 

 

（１） 使用する目的 

     施設サービスを円滑に提供するために、実施する担当者会議等において必要な場合。 

（２） 使用する職員の範囲 

     利用者に対してのサービス提供又は相談援助等を担当する職員。 

（３） 使用する期間 

     特別養護老人ホーム「松濤」利用契約と同期間とする。 

（４） 使用する条件 

① 個人情報の提供は最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることの

ないよう細心の注意を払います。 

② 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておきます。 
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別表．１ 

特別養護老人ホーム「松濤」利用・負担料金 

1. 介護給付によるサービス 

サービス利用料金（1 割負担の場合） 

利用者の要介護度 区 分 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用料金 1 日あたり 652 円 720 円 793 円 862 円 929 円 

個別機能訓練加算 1 日あたり 12 円 12 円 12 円 12 円 12 円 

夜勤職員配置加算 1 日あたり 33 円 33 円 33 円 33 円 33 円 

看護体制加算（Ⅰ） 1 日あたり 6 円 6 円 6 円 6 円 6 円 

看護体制加算（Ⅱ） 1 日あたり 13 円 13 円 13 円 13 円 13 円 

栄養マネジメント強化加算 1 日あたり 1１円 1１円 1１円 1１円 1１円 

日常生活継続支援加算  1 日あたり 46 円 46 円 46 円 46 円 46 円 

口腔衛生管理加算 1 ヶ月あたり 90 円 90 円 90 円 90 円 90 円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） １ヶ月あたり 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 1 ヶ月あたり 2,001 円 2,176 円 2,363 円 2,541 円 2,713 円 

特定処遇改善加算（Ⅰ） 1 ヶ月あたり 651 円 708 円 769 円 827 円 883 円 

ベースアップ等支援加算 １ヵ月あたり 386 円 419 円 456 円 490 円 523 円 

自己負担額合計月額   26,104 円 28,387 円 30,837 円 33,154 円 35,403 円 

※ １ヶ月 31 日として 

※ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の賃金の改善等を実施している事業所は、1 か月の介護保険総単

位数に 8.3%を乗じた単位数を加算する。 

※ 特定処遇改善加算（Ⅰ） 

厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の賃金の改善等を実施している事業所は、1 か月の介護保険総単

位数に 2.7%を乗じた単位数を加算する。 

※ ベースアップ等支援加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の賃金の改善等を実施している事業所は、1 か月の介護保険総単

位数に１.６%を乗じた単位数を加算する。 

※ 介護保険負担割合証の利用者負担の割合が１割の場合です。2 割負担の場合は上記金額の２倍、3 割負担の場合

は上記金額の 3 倍になります。利用者負担割合は毎年更新され、変更になる場合がございます。 

 

高額介護サービス費 

課税所得 690 万円（年収約 1,160 万円）以上  上限額 140,100 円（世帯） 

課税所得 380 万円（年収約 770 万円）～課税所得

690 万円（年収約 1,160 万円）未満 

  

上限額 93,000 円（世帯） 

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 上限額 44,400 円(世帯) 

世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方  上限額 44,400 円(世帯) 
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世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 

・老齢福祉年金受給者 

・前年の合計所得額と公的年金収入額の合計が年間

80 万円以下の方等 

 上限額 24,600 円(世帯) 

 上限額 15,000 円(個人)  

生活保護を受給している方等   上限額 15,000 円(世帯) 

 

介護保険より、申請により上限額を超過した金額が還付されます 

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、 

「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。 

 

２.その他の介護給付サービス 

入居者の状況に応じて算定する加算（1 割負担の場合） 

加算・減算等の種類  自己負担額 内  容 

安全対策体制加算 
１回 

２０円 

安全対策に関する外部の研修を受けた担当者を置き、安全 

対策に組織的に取り組む体制を整備している。入所時に１回 

のみ算定する 

若年性認知症利用者 

受入加算 
1 日あたり 120 円 若年性知症の入居者を対象とする 

経口移行加算 1 日あたり 28 円 
経管栄養により食事を摂取している入居者が、経口による食

事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合 

経口維持加算Ⅰ 1 月あたり 400 円 
著しい摂食障害を有し、造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥

が認められる場合 

経口維持加算Ⅱ 1 月あたり  100 円 

誤嚥が認められる入居者に摂取、嚥下機能に配慮し、継続し

て経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っ

た場合 

療養食加算 1 回あたり 6 円 
通常のお食事以外に、厚生労働大臣が定める療養食を提供し

た場合 

初期加算 1 日あたり 30 円 
入居後 30 日間または入院（30 日を超える場合）後の 30

日間について算定 

入院・外泊時の 

利用料金 
1 日あたり 246 円 

入院・外泊時には、介護度による基本サービス料金ではなく

1 日あたり 246 円を自己負担いただきます。 

入院または外泊期間は 1 ヶ月につき 6 日間、月をまたがる

場合には 12 日間を限度とします。入院または外泊の初日と

最終日は期間に含みません。 

退所前後訪問相談 

援助加算 
1 回につき 460 円 

入居者が退所し在宅等で生活する際、退所前後に、退所後生

活をする居宅を訪問し、相談援助する場合 

退所時相談援助加算 1 回 400 円 
入居者が退所し在宅等で生活する際、相談援助を行い、情報

提供をする場合（1 回に限り算定） 

退所前連携加算 1 回 500 円 
入居者が退所し在宅等で生活する際、退所後の居宅サービス

利用の調整をする場合（1 回に限り算定） 
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看取り介護加算（Ⅰ）１ 1 日につき   72 円 
医師が終末期にあると判断した入居者について、本人または

家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合 

１. 死亡日 45 日前～31 日前 

２. 死亡日 30 日前～４日前 

３. 死亡前々日、前日 

４. 死亡日 

看取り介護加算（Ⅰ）２ 1 日につき  144 円 

看取り介護加算（Ⅰ）３ 1 日につき 780 円  

看取り介護加算（Ⅰ）４ 1 日につき 1,580 円 

在宅復帰支援機能加算 1 日につき 10 円 入居者が在宅に復帰される場合 

認知症行動・心理症状緊

急対応加算 
1 日につき 200 円 

医師が認知症の行動・心理状態が認められるため、在宅での

生活が困難であり、緊急に介護福祉施設サービスを行う必要

があると判断した者に対して、介護福祉施設サービスを行っ

た場合（入所した日から起算して７日を限度として算定可

能。 

認知症専門ケア加算Ⅰ 1 日につき 3 円 
厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師により日常生活自

立度がⅢ以上と認められた入居者にご負担頂きます。 

排せつ支援加算 1 ヶ月につき 100 円 

排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の

調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できると医

師、または適宜医師と連携した看護師が判断し、利用者もそ

れを希望する場合、多職種が排泄にかかるガイドライン等を

参考として、実施することについて、一定期間高い評価を行

う。 

褥瘡マネジメント加算 1 ヶ月につき 10 円 

褥瘡発生に係るリスクについて「介護保険制度におけるサー

ビスの質の評価に関する調査研究事業」において明らかにな

ったモニタリング指標を用いて、施設入所時に評価するとと

もに、少なくとも 3 ヶ月に 1 回、評価を行い、その結果を

提出。 

※ 上記金額は、介護保険負担割合証の利用者負担の割合が１割の場合です。２割負担の場合は上記金額の２倍、3

割負担の場合は上記金額の 3 倍になります。利用者負担割合は毎年更新され、変更になる場合がございます。 

※ 看取り介護加算は、看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45 日を上限として、施設に

おいて行った看取り介護を評価するもので、死亡月にまとめて算定します。看取り介護までの流れについては下

記イメージ図を参照下さい。 

 

 

入所      定期的なケアプランの更新    衰弱傾向出現～進行     回復が望めない状態   

                                      医師による説明   

 

 

 

 



 17 

介護保険の給付対象とならないサービス 

① 居室・食事に係る自己負担額 

・居住費  3,100 円／日（外泊・入院時も負担） 

・食費  1,445 円／日 

 

※居住費・食費ともに所得段階に応じ下の表の自己負担額となります。 

1 日あたり 居室に係る自己負担金額 食事に係る自己負担額 

第１段階 820 円 300 円 

第２段階 820 円 390 円 

第３段階① 1,310 円 650 円 

第３段階② 1,310 円 1,360 円 

第４段階 3,100 円 1,445 円 

※ 負担限度額認定は、毎年更新され、変更される場合があります。 

 

 

 ■所得段階について 

第
１
段
階 

 

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉

年金を受給されている方 

・生活保護等を受給されている方 

第
２
段
階 

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で合計所得

金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間 80 万円以下の方 

・預貯金等の合計額が，配偶者がいる方は合計１，６５０万円以下，配偶者がいない方は６５０万円以

下の方 

第
３
段
階
① 

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金

額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間８０万円を超え、１２０万円以下の方 

・預貯金等の合計額が，配偶者がいる方は合計１，５５０万円以下，配偶者がいない方は５５０万円以

下の方 

第
３
段
階
② 

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金

額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が１２０万円を超える方 

・預貯金等の合計額が，配偶者がいる方は合計１，５００万円以下，配偶者がいない方は５００万円以

下の方 

第
４
段
階 

上記以外の方 

 

②その他の自己負担額 

・嗜好品費 ························· 730 円／日 

 

・貴重品管理・事務手数料 ·················· 2000 円／月 

 

・用品庫賃貸料 ······················· 2500 円／月 
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・電気使用料 ························ 100 円／日 

（居室等に設置されている電気製品全般並びに備品の使用料） 

 

・通話料金 ····························· 実費 

 ※家庭用電話機を使用希望の場合はご持参下さい。 

 

・クリーニング料金（外部委託分） ·················· 実費 

 

・理・美容料金 ··························· 実費 

 

・レクリエーション・クラブ活動 材料費等 ·············· 実費 

 

・ご逝去時のエンゼルセット（浴衣含む） ··············· 実費 

 

・その他日常生活で必要となる事項 

湯のみ、箸、整容用品、口腔ケア用品、ティッシュ、タオル・タオルケット類は 

ご用意ください。用意できない場合、または消耗後購入の必要がある場合は、 

実費にてご用意いたします。 

リンスインシャンプー、ボディーソープはご用意しますが、本人専用の製品を 

使用したい場合はご用意ください。 

おむつ代及びおむつカバー代は介護保険給付対象となっていますので 

ご負担の必要はありません。 

 

・入所契約書 第１９条に定める所定の料金 

    ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等には、本来の契約終了日から

現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金を下記の表によりご負担頂き

ます。 

ご契約者の 

要介護度 

一日料金 

要介護度１ 

6,380 円 

要介護度２ 

7,050 円 

要介護度３ 

7,780 円 

要介護度４ 

8,460 円 

要介護度５ 

9,130 円 

 

＊ ご契約者が、要介護認定で自立または要支援と判定された場合、前回の要介護認定による要介護度に

応じたサービス費と、食費・居住費をご負担いただきます。 

＊ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。そ

の場合事前に内容の変更と変更する事由について、変更を行う前に説明します。 
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特別養護老人ホーム「松濤」個人情報使用説明書 

 

 

 私(入居者及びその家族)の個人情報については、次に記載するところにより、最低限度の範囲

内で使用することに同意します。 

 

記 

 

１ 使用する目的 

  施設サービスを円滑に提供するために、実施する担当者会議等において必要な場合。 

 

２ 使用する職員の範囲 

  利用者に対してのサービス提供又は相談援助等を担当する職員。 

 

３ 使用する期間 

  特別養護老人ホーム「松濤」利用契約と同期間とする。 

 

４ 条件 

(１)個人情報の提供は最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細

心の注意を払うこと。 

(２)個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 
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令和  6 年 1１月  １５日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項・個人情報

使用目的の説明を行いました。 

 

  指定介護老人福祉施設  特別養護老人ホーム「松濤」 

                 

   説明者   職  名    生活相談員 

 

 氏  名    堀内 法子  ㊞ 

 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項並びに個人情報使用目的の説明を受け、指

定介護福祉施設サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

利用者      住  所   

 

 

     氏  名                 ㊞ 

 

 

 

署名代行者    住  所   

 

 

          氏  名                 ㊞ 

 

 

利用者の家族等  住  所   

 

 

         氏  名                 ㊞ 

 

         続  柄 

 

 

この重要事項説明書は、厚生省令第３９号(平成１１年３月３１日)第４条の規定に基づき入所申

込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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